
令和 5 年 4 月吉日  

会 員 各 位 

   豊 橋 陸 運 協 会 

会 長     辻    直  樹 

5 月 例 会  開 催 の ご 案 内 に つ い て  

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は当協会の運営に格別のご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、令和 5 年度 5 月例会を下記のとおり開催いたしますので、ご多用とは存じますがご

出席くださいますようご案内申し上げます。 

敬 具 

記 

1. 日 時 ： 令和 5 年 5 月 17 日(水) 午前 11 時 00 分 

2. 場 所 ： 豊橋商工会議所 4 階 401 会議室 

3. 内 容 ： (1) 講演会「事例とともに考える！パワハラと指導の違い」 

〔講師〕カズ社会保険労務士事務所 代表  佐久間 和象 氏 

 

〔 

 

 

 

 

(2) 愛知県トラック協会の報告 

(3) その他 

 ※昼食は「テイクアウト用のお弁当」をご用意いたします。 

 ※本年 4月例会より、マスクの着用は“個人の判断”が基本となっております。 

  なお、発熱・咳・倦怠感など体調がすぐれない方のご出席はご遠慮ください。 

 

以 上 

〔お問合せ先〕豊橋陸運協会事務局 纐纈（こうけつ）  TEL. (0532) 53-7211 

豊橋陸運協会事務局  小野 行    FAX. (0532) 53-7210 

5 月 17 日(水) 

           5 月  例  会 出 席 表             

事業所名：                    氏名：            

■ご出席いただける方は、次のいずれかの方法で 5 月 10 日 (水) まで にご連絡ください。 

(1)下の出席表にご記入の上、事務局まで FAX 送信 

 ※昼食が不要の方は、出席表の余白にその旨をご記載ください。 

(2)URL、又は QR コードから専用フォームにアクセスして入力 

   【URL】https://bit.ly/43nujFT    【QR コード】   ➡ 

※Google フォームのため Internet Explorer ではアクセスできません。 

【講演内容(予定)】 

2020 年 6 月から施行、中小企業は準備状況を勘案して 2022年 4 月から施行された、 

「改正労働施策統合推進法＝パワハラ防止法」について。事業主はハラスメント防止

対策の強化が義務付けられておりますが、実際の現場で起こることは「グレーゾーン」

のような事例も多く、日々悩みながら指導にあたる経営者や管理職の方々も多いかと

思います。事例を交えた実務対応をメインにお話しいただきますので、ハラスメント

の定義はもちろん、その線引きを理解すべく、本講演にご参加いただければ幸いです。 

https://bit.ly/43nujFT

